
令和６・７年度城東都市再生事務所清掃等業務仕様書 

 
Ⅰ  清掃関係 

１  清掃の対象 

      所在地      東京都墨田区東向島２－16－14 

      名  称      独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 

城東都市再生事務所 

      建物面積    ３階 314.90 ㎡（うち清掃面積 314.90 ㎡） 

        

面積表 

面積表 面積（㎡） 
面積内訳 

弾性床 繊維系 

事務会議室 293.32 20.66 272.66 

ＷＣ洗面所 14.18 14.18 ― 

給湯室 7.40 7.40 ― 

計 314.90 42.24 272.66 

 

 

２  清掃業務の範囲は、次のとおりとする。 

  (1) 執務室、応接室、会議室、男子・女子更衣室、倉庫、書庫、便所、湯沸し

室、風呂場、休憩室等の専用部分及び玄関、勝手口、郵便受け等の共用部分

の扉及び各種表示・掲示案内板等の固定した造作物 

(2) 机、椅子、テーブル、カウンター等の備品及び紙くず入れ等 

(3) その他発注者が指示する場所 

３  清掃業務の作業時間は、次のとおりとする。 

(1) 日常清掃については、毎日午前７時から午前 10 時までの間とする。ただ

し、土曜、日曜及び祝日は原則として作業を行わないものとするが、発注者

が特に指示する作業については、この限りでない。 

(2) 執務室、応接室及び会議室等の清掃は、原則として午前９時までに仕上げ

るものとする。 

(3) 定期清掃については、年２回実施することとし、実施日は(1)に関わらず

別途発注者と調整の上、決定することする。 

４  日常清掃の作業内容は、次のとおりとする。 

(1) 床面の清掃 

繊維系及び弾性床等の床部分については、電気掃除機等を用いて塵、埃を



除去する。 

(2) 扉、間仕切り、備品等の清掃 

造作物及び備品等は、適時雑巾等で拭き上げ、汚れ・埃を除去する。 

(3) 便所、湯沸し室、風呂場等の清掃 

便所及び湯沸し室等は適宜清掃し、常に清潔を保ち、石鹸、洗剤及びトイ

レットペーパー等を補充する。また、風呂場等は必要に応じて清掃する。 

(4) 執務室内ゴミ箱の清掃 

イ  ゴミ箱、シュレッダー裁断くず入れ及び吸殻入れの内容物を除去し、汚

れを雑巾等で拭きとる。 

ロ  ゴミは全て取り集めて所定の場所に収め、発注者が指示する方法で処分

する。火災が発生しないように十分注意する。 

(5) ガラス、鏡等の清掃 

磨き剤等を使用し、汚れを除去した後乾拭きをする。 

(6) その他の軽微な清掃（雑役務を含む。）は、発注者の指示に基づき実施す

る。 

５ 日常清掃業務の他に、次の作業を行う。（定期清掃） 

 (1)  弾性床は年２回洗浄、ワックス掛けを行う。 

 (2)  繊維系床は年２回洗浄（シャンプークリーニング方式）を行う。 

 (3) 空調エアフィルター及び換気扇は年２回清掃を行う。 

 

Ⅱ  給茶関係 

受注者は、来客者等に対し湯茶の提供を行うとともに、使用した給茶器具及び

湯飲み等の洗浄を行う。 

１  湯茶等の提供等（以下「給茶業務」という。）は、発注者の指示するところ

に従い行うものとする。 

２  業務の実施時間 

原則として毎日午前７時から午前 10 時の間とする。ただし、土曜、日曜及

び祝日は原則として業務を行わないものとするが、発注者が特に指示する場合

については、この限りでない。 

３  給茶業務の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 来客者等に対する湯茶の提供 

 (2) 使用済み茶器、湯飲み、給水機水受け等の洗浄・後片付け。 

 (3) 茶葉が不足した場合は、発注者にこの旨を届け出て補給を得る。 

 (4) 機器及び湯飲み等に破損等を発見した場合は、その旨発注者に届け出て

補給又は修理を受ける。 

 

Ⅲ 共通事項  



１ 業務従事者の管理責任等  
 (1) 受注者が選出する業務従事者の人員は、業務を完全に遂行できる員数と

し、業務に必要な技術等を有するものをもって構成すること。 

 (2) 受注者は、業務従事者の身元保証、風紀、健康状態及び規律の保持等に

関し一切の責任を負う。  
 (3) 受注者は、業務従事者の厳選はもとより日常の教育にも留意し、作業内

容を十分理解した上で業務を行う。 

 (4) 受注者は、業務従事者の事故防止については万全の措置を取り、万一事

故が発生した場合には、受注者の責任において処理すること。  
２ 業務責任者  

(1) 受注者は、作業員の中から業務責任者（業務を総合的に把握し、他の作業

員に指示するものをいう。）を定めて発注者に通知し、承諾を得ること。 

(2) 業務責任者は、発注者の指示を速やかに受理できる態勢を常にとらなけれ

ばならない。 

(3) 業務責任者は、作業の安全な実施を図るため、作業を行うに当たっては、

良好な環境衛生の維持と建材の保全に努め、作業基準を定めて所定の業務

を遂行する。 

(4) 業務責任者は、作業箇所の各材質の特性を充分検討の上、最適の清掃資材

及び用具を使用する。 

(5) 業務責任者は、次の場合、速やかに発注者に報告又は連絡を行うこと。 

①  作業員が事故にあったとき。 

②  仕様書に規定された業務の実施が困難になったとき。 

③  施設の不良又は危険箇所等を発見したとき。 

３ 作業員控室等  
 (1) 発注者は受注者が業務を行うために発注者の事務所の一部（以下「作業

員控室」という。）を受注者に貸与する。  
 (2) 作業員控室の使用料は無償とする。  
 (3) 受注者は作業員控室、資材置場等を、常に良好な状態で維持しなければ

ならない。  
４ 消耗品等の支給  

(1) 次に掲げる消耗品等は、発注者が提供する。  
①  受注者が業務を行うために必要な電気、ガス及び水道水  
②  便所及び洗面所の石鹸、トイレットペーパー  
③  給茶業務における茶葉及び茶碗  
④  器具を洗浄するための洗剤  

(2) その他業務を行うために必要となる器具、機材、資材、消耗品及び有料

ゴミ処理券（墨田区が指定するもの）等（上記 (1)を除く）は受注者が用意



しなくてはならない。なお、有料ゴミ処理券は 45ℓ券 150 枚/年、＊＊＊

20ℓ券 40 枚/年を見込むものとする。  
５ その他  

(1) 業務の引継ぎ等について  
業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実

施するものとし、本件業務引継等に要する費用については、業務請負者が負担

すること。  
① 業務の開始時  

履行開始前日までの間に、当機構が指定する現在の業務請負者から業務の引

継を受けること。なお、必要に応じて当機構が業務説明を行う場合がある。  
② 契約の終了時  

契約の終了にあたっては、当機構が指定する新たな業務請負者への業務引継

ぎを実施するものとする。  
(2) 当機構における事業進捗状況による契約解除について  

当機構における事業進捗状況によっては、契約期間中であっても契約を解除

する場合がある。ただし、その場合は１か月以上前に通知する。  
(3) 業務終了後の消灯、施錠及び火の元等については、十分に確認を行うこ

と。  
(4) 業務の履行にあたっては、環境物品の調達の推進に関する基本方針（令

和５年12月版）における清掃の判断の基準を満たしていること。 

(5)  業務開始前日までに当事務所の鍵を貸与し、契約の終了に当たっては速

やかに鍵を返却するものとする。 

 
以 上 


